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第
35
回
は
る
の
あ
じ
さ
い
ま
つ
り
開
催

第
35
回
は
る
の
あ
じ
さ
い
ま
つ

り
が
令
和
５
年
６
月
４
日
に
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

昨
年
は
コ
ロ
ナ
対
策
の
為
、
あ

じ
さ
い
ウ
ォ
ー
ク
参
加
者
を
１
５

０
名
に
限
定
し
た
開
催
で
し
た
が
、

本
年
は
梅
雨
晴
れ
の
恵
ま
れ
た
天

候
の
中
、
大
人
・
子
供
合
わ
せ
て

計
２
８
７
名
の
ウ
ォ
ー
ク
参
加
が

あ
り
ま
し
た
。
メ
イ
ン
会
場
の
旧

春
野
庁
舎
前
広
場
で
は
、
春
野
高

校
生
に
よ
る
季
節
の
花
苗
販
売
、

春
野
中
学
校
吹
奏
楽
部
の
演
奏
、

春
野
町
内
の
事
業
者
に
よ
る
出
店

の
他
、
土
佐
春
野
あ
じ
さ
い
太
鼓

に
よ
る
演
奏
及
び
体
験
、
絵
を
聴

く
お
え
か
き
体
験
、
あ
じ
さ
い
み

ど
こ
ろ
バ
ス
ツ
ア
ー
な
ど
で
賑
わ

い
ま
し
た
。

あ
じ
さ
い
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト

は
６
月
30
日
に
受
付
を
終
了
し
、

現
在
審
査
中
で
す
。
今
後
、
入
賞

者
を
招
聘
し
た
表
彰
式
を
開
催
す

る
予
定
で
す
。
審
査
結
果
は
後
日
、

商
工
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
、
は
る

の
あ
じ
さ
い
ま
つ
り
の
ペ
ー
ジ
等

で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
盛
会
裏
に
あ

じ
さ
い
ま
つ
り
を
開
催
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
ご
協
力
い

た
だ
き
ま
し
た
商
工
会
会
員

の
皆
様
、
関
係
各
所
の
皆
様

に
は
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。
ま
た
、
ウ
ォ
ー
ク
や

フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
参
加
賞

な
ど
の
景
品
や
会
場
設
営
に

ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
事

業
者
さ
ま
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ス
タ
ッ
フ
の
皆
様
、
誠
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

事
務
局
と
い
た
し
ま
し
て

も
、
春
野
中
学
校
・
春
野
高

校
・
地
域
自
治
会
・
町
内
事

業
者
な
ど
春
野
地
域
の
人
と

人
と
の
繋
が
り
を
紡
ぐ
第
35

回
あ
じ
さ
い
ま
つ
り
は
大
変

有
意
義
な
も
の
と
な
り
ま
し

春
野
町
あ
じ
さ
い
ま
つ
り
実
行
委
員
会

通
常
総
会

開
催

第
63
回

令
和
５
年
５
月
19
日
、
ホ
テ
ルS

P

‐
ha
r
un
o‐

に
て
、
令
和
５
年
度
第

63
回
春
野
商
工
会
通
常
総
会
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

総
会
に
は
、
１
３
４
名
（
委
任
状

を
含
む
）
が
出
席
し
、
以
下
の
議
案

が
審
議
さ
れ
、
全
て
の
議
案
が
原
案

通
り
議
決
・
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

第
１
号
議
案

令
和
４
年
度
事
業

報
告
書
及
び
収
支
決
算
書
、
貸
借
対

照
表
並
び
に
財
産
目
録
の
承
認
に
関

す
る
件

第
２
号
議
案

令
和
５
年
度
事
業

計
画
書
（
案
）
及
び
収
支
予
算
書

（
案
）
の
承
認
に
関
す
る
件

第
３
号
議
案

運
営
規
約
の
一
部
改

正
（
案
）
に
関
す
る
件

第
４
号
議
案

特
別
会
計
の
承
認
に

関
す
る
件

令
和
４
年
度
労
働
保
険

事
務
組
合
春
野
商
工
会
収
支
決
算
書
・

貸
借
対
照
表
及
び
令
和
５
年
度
収
支

予
算
書
（
案
）
に
つ
い
て

第
５
号
議
案

労
働
保
険
事
務
組
合

春
野
商
工
会
事
務
処
理
規
約
の
一
部

改
正
（
案
）
に
関
す
る
件

続
い
て
、
報
告
事
項
と
し
て
以
下

の
事
項
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

報
告
第
１
号

令
和
４
年
度
収
支

更
正
予
算
専
決
処
分
報
告
に
関
す
る

件
報
告
第
２
号

令
和
４
年
度
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
結
果
に
関
す
る
件

報
告
第
３
号

桜
の
公
園
進
捗
状

況
・
清
掃
活
動
に
関
す
る
件

そ
の
他
、
次
第
外
の
報
告
事
項
と

し
て
春
野
商
工
会
女
性
部
長
の
細
木

日
出
子
氏
よ
り
、
令
和
５
年
度
の
女

性
部
活
動
で
あ
る
使
用
済
切
手
の
回

収
事
業
へ
の
協
力
依
頼
が
報
告
さ
れ

ま
し
た
。

続
い
て
来
賓
紹
介
が
行
わ
れ
、
来

賓
を
代
表
し
て
高
知
県
議
会
議
員

久
保
博
道
様
よ
り
ご
祝
辞
を
た
ま
わ

り
ま
し
た
。

第1号議案で紹介された伴走型小規模事業者支援推進事業

来店型店舗PR番組 プチっとはるの

開式の挨拶
（春野町あじさいまつり実行委員会 西込浩一 会長 ）



た
。
引
き
続
き
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
支
援
の
程
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

春
野
町
あ
じ
さ
い
ま
つ
り
実
行
委
員
会

（
事
務
局
春
野
商
工
会
）
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土
佐
春
野
あ
じ
さ
い
太
鼓
の
演
奏

あ
じ
さ
い
ウ
ォ
ー
ク
先
導
の
様
子

M
A‐

１

利
用
者
様
の
声

商
工
会
が
お
す
す
め
す
る
ク
ラ
ウ
ド
会
計

『
令
和
４
年
４
月
に
開
業
し
、
秋
山
で
オ
ー
ダ
ー

メ
イ
ド
ケ
ー
キ
を
販
売
し
て
お
り
ま
す
。

開
業
ま
で
は
会
社
員
と
し
て
働
い
て
い
た
の
で
、

新
し
く
覚
え
る
こ
と
ば
か
り
で
、
確
定
申
告
に
向

け
て
自
分
で
帳
面
を
作
成
で
き
る
の
か
不
安
で
し

た
。
縁
あ
っ
て
商
工
会
に
加
入
す
る
こ
と
と
な
り
、

勧
め
ら
れ
た
Ｍ
Ａ‐

１
を
利
用
し
て
令
和
４
年
度

の
申
告
を
完
了
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

記
帳
に
あ
た
っ
て
は
、
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
や

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
デ
ー
タ
を
自
動
取
込
し
て

い
ま
す
が
、
売
上
と
経
費
の
振
替
は
、
帳
面
を
理

解
す
る
た
め
に
敢
え
て
手
入
力
を
し
て
い
ま
す
。

職
員
の
方
と
話
を
し
な
が
ら
、
自
分
の
や
り
や

す
い
方
法
で
記
帳
で
き
る
よ
う
に
し
て
も
ら
え
て

助
か
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
商
工
会
と
画
面
共
有

し
な
が
ら
自
宅
で
も
指
導
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
と
こ
ろ
も
重
宝
し
て
い
ま
す
。

今
後
も
相
談
を
し
な
が
ら
、
自
分
に
あ
っ
た
方

法
で
適
切
な
会
計
を
目
指
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
』

（S
wee

ts
Stu

d
io

K
ur
a

野
本

和
子
様
の
声
）

ク
ラ
ウ
ド
会
計
ソ
フ
ト
M
A‐

１
は
、
法
人
事

業
・
個
人
事
業
に
対
応
し
た
会
計

ソ
フ
ト
で
す
。
工
事
台
帳
機
能
も

搭
載
さ
れ
て
お
り
、
建
設
業
、
不

動
産
業
、
製
造
業
、
小
売
業
、
な

ど
幅
広
く
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

M
A‐

１
に
つ
い
て
の
ご
質
問
は
、

春
野
商
工
会
ま
で
お
気
軽
に
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

労
災
保
険
・
雇
用
保
険

商
工
会
青
年
部
の
皆
様

労
働
保
険
と
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
（
労
災
保
険
）
と
雇
用
保
険
と

を
総
称
し
た
言
葉
で
す
。

〇
労
災
保
険…

業
務
上
の
事
由
又
は
通
勤
に
よ
る
労
働
者
の
負
傷
・
疾
病
・

障
害
又
は
死
亡
に
対
し
て
労
働
者
や
そ
の
遺
族
の
た
め
に
、
必
要
な
保
険
給

付
を
行
う
制
度
で
す
。
ま
た
、
労
災
保
険
に
お
い
て
は
保
険
給
付
の
ほ
か
に
、

労
働
福
祉
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
雇
用
形
態
に
関
わ
ら
ず
、
労
働
者
を
１

人
で
も
雇
用
し
て
い
る
事
業
所
は
労
災
保
険
に
強
制
的
に
加
入
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

〇
雇
用
保
険…

労
働
者
が
失
業
し
た
場
合
や
雇
用
の
継
続
が
困
難
と
な
る
事

由
が
生
じ
た
場
合
に
、
労
働
者
の
生
活
や
雇
用
の
安
定
を
図
る
と
共
に
、
再

就
職
を
促
進
す
る
た
め
必
要
な
給
付
を
行
う
制
度
で
す
。
ま
た
、
失
業
の
予

防
、
労
働
者
の
能
力
の
開
発
や
向
上
等
、
労
働
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
の

事
業
も
行
っ
て
い
ま
す
。
31
日
以
上
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま

れ
る
者
で
あ
り
、
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
20
時
間
以
上
で
あ
る
場
合
、

加
入
の
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
労
働
保
険
の
保
険
料
は
、
そ
の
年
度
分
を
概
算
で
申
告
・
納
付
し
、

翌
年
度
の
申
告
の
際
に
確
定
申
告
の
上
、
精
算
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
年
度
更
新
と
い
い
ま
す
。

春
野
商
工
会
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
労
働
保
険
事
務
組

合
が
ご
ざ
い
ま
す
。
先
述
の
年
度
更
新
事
務
の
ほ
か
、
そ
の
他
労
働
保
険
に

つ
い
て
の
申
請
、
届
出
、
報
告
等
に
関
す
る
事
務
を
承
っ
て
お
り
ま
す
。
事

務
委
託
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
事
務
処
理
の
省
力
化
の

他
、
通
常
で
は
労
働
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
事
業
主
や
家
族
従
事
者
の
方
で
も
、
労
災

保
険
に
特
別
加
入
で
き
る
こ
と
、
労
働
保
険
料
の

額
に
関
わ
ら
ず
保
険
料
の
納
付
を
３
回
に
分
割
で

き
る
こ
と
で
す
。
労
働
保
険
に
つ
い
て
ご
質
問
が

あ
る
方
は
春
野
商
工
会
ま
で
、
お
気
軽
に
お
問
合

せ
く
だ
さ
い
。 労

働
保
険
事
務
組
合

春
野
商
工
会

労
働
保
険
の
成
立
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
？

【
春
野
商
工
会
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ウ
ォ
ー
ク
受
付
の
様
子

【
春
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